
福祉だより福祉だより
 障がい者相談員について紹介します！ 
障がい者相談員とは・・・
　障がいのある方やその家族から相談を受けるため、本町から委託された相談員です。助言や指導を
行い、障がいのある方の地域での活動を支援します。
　障がいについてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
☆身体障がい者相談員

矢部地区 高松　東二郎 TEL：0967-75-0250

清和地区 細島　カズ子 TEL：0967-82-3321

蘇陽地区 林　　みち子 TEL：0967-85-0406

☆知的障がい者相談員

吉　川　　　勲 TEL：090-8351-3936

 幸齢者はぴねすポイントで介護予防！
・はぴねすポイントは、健康診断やスポーツ活動などの健康づくり、老人クラブや福祉委員活動など
のボランティアを通じて、自らの健康づくりや地域の見守り支え合いを進めるための事業です。
・65歳以上の高齢者なら、どなたでも参加できます。
・ポイントを貯めるカードは、役場で発行しています。500 ポイントで 500 円分の商品券と交換でき
ます。
昨年は、1015 人の方に参加いただきました！詳しくは、下の問合わせ先までご相談ください。
※但し、介護保険料の滞納がある方をのぞきます。

  消費者ホットライン１８８とは？  
　消費者ホットライン 188（局番なし）は、お近くの消費生活センター等の消費生活相談窓口をご案内
することにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。
　「悪質商法等による被害にあった」「お試し購入のはずが定期購入契約になっていた」などの消費者ト
ラブルなどで困っていませんか？
　そんなときは一人で悩まずに、消費者ホットライン「188（いやや！）」にご相談ください。

　　問合せ先　　　　福祉課　☎ 72-1229　　　清和支所　健康福祉係　☎ 82-2112
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蘇陽支所　健康福祉係　☎ 83-1112

高齢者支援係より

福祉係より

消費者庁 消費者ホットライン188
イメージキャラクター「イヤヤン」

一人で悩まず、まずは相談
　大切なのは、すぐに相談すること
です。
　困ったときは、一人で抱え込まな
いで「消費者ホットライン「いやや」
（局番なしの 188）」までお電話を

新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について
　コロナウイルス感染拡大を防止するため、様々な制限の中で自粛等を徹底していると、疲労や不安に包
まれやすくなります。このような中で自分の行動が差別や偏見につながっていないか「誰か」のことでな
く「自分のこと」として考えてみることが大切で、悪意がない言動や思い込みが差別や偏見を生み人権侵
害につながることもあります。まず正しい知識と情報をもとに行動しましょう。

問合せ先　　福祉課　人権センター　☎ 72-2031

コロナ対策のつもりが
過剰な反応になっていませんか？

配送業者の子どもは
学校に来ないで。

あそこ、
老人介護の施設だよね。
職員の人はうちの前を
通らないでほしいな。

CASE 1 医療従事者やエッセンシャルワーカーと
その家族への差別や偏見

～医療従事者やエッセンシャルワーカーに感謝やエールを～
医療従事者やその家族に対する、必要なサービスの提供拒否、行事への参加拒否など様々な問題のある事例
が全国で起こっています。また、社会生活の維持に欠かせない業務に携わる人々への差別の事例も多く発生し
ています。医療従事者やエッセンシャルワーカーに感謝の気持ちを持って接し、むしろエールを送りましょう。

あなたの奥さん、
病院で働いてるんだよね。
悪いけどしばらく出社は

控えてほしい。

○○さん感染したんだって。
どうせ夜遊びしてて

感染したんじゃないかな?

ネットで見たけど、
○○君のお父さん
感染したみたい。
いい迷惑だわ。

○○さん職場復帰したけど
後遺症あるみたい。
まだうつるかも。

近寄らないようにしよう。

CASE 2 感染者とその家族への差別や偏見

～感染者とその家族に思いやりを～
感染者や濃厚接触者を過剰に避けたり非難したりする差別や偏見が生まれています。中にはプライバシーなど
の人権を侵害しかねない事例も見られます。ウイルスには気を付けても誰でも感染する可能性があります。
相手の立場に立って、正しい知識をもとに、感染者とその家族に思いやりを持って接しましょう。

せきはぜんそくのせい
だって言うけど、

絶対コロナに決まっている。
休めばいいのに。

君、例の大学の
学生さんだったよね。
サークルが違っても、

バイト辞めてくれないかな。

県外ナンバーの方は、
一切、この施設の

ご利用をお控えください。

CASE 3 思い込み、過剰な反応による差別や偏見

～正しい情報を確認し、冷静な対応を～
CASE3のように、特定の症状というだけで感染を決めつけてしまったり、あるいは、感染者と同じ大学、同じ
地域の居住者というだけで差別・偏見の対象となることがあります。CASE1やCASE2でもそうですが、
思い込みを避けて正しい情報を確認し、科学的根拠の乏しい過剰な反応は控え、冷静に行動するようにしましょう。
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